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○三徳山ふるさと自然のみちウォーキングセンターの管理及び運営に関する規則 

平成10年12月28日 

規則第33号 

改正 平成23年３月31日規則第８号 

(趣旨) 

第１条 三徳山ふるさと自然のみちウォーキングセンターの設置及び管理に関する条例

(平成10年三朝町条例第42号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三徳山ふ

るさと自然のみちウォーキングセンター(以下「ウォーキングセンター」という。)の管

理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(開館時期及び開館時間) 

第２条 条例第３条の規則で定めるウォーキングセンターの開館時期及び開館時間は、４

月から11月までの午前９時から午後６時までとする。ただし、町長が必要と認めたとき

は、これを変更することができる。 

(秩序の保持) 

第３条 ウォーキングセンターを利用する者は、町長の指示に従い、秩序及び風紀を守る

とともに、施設、器機その他ウォーキングセンターの設備を破損しないよう常に善良な

利用者としての注意を払わなければならない。 

(利用の許可手続) 

第４条 条例第４条第１項の規定により、町長の許可を受けようとする者及び許可に係る

事項を変更しようとする者は、三徳山ふるさと自然のみちウォーキングセンター施設利

用(変更)申請書(様式第１号)を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、ウォーキングセンターの利用を許可し、又は許可に係る事項の変更を許可し

たときは、三徳山ふるさと自然のみちウォーキングセンター施設利用(変更)許可書(様式

第２号)を交付するものとする。 

(使用料の返還) 

第５条 条例第７条第３項ただし書に規定する町長が必要と認める場合とは、次の各号に

掲げる場合とする。 

(１) 使用料を納付した者が、その責に帰することができない理由により、ウォーキン

グセンターを利用することができなかった場合 

(２) 使用料を納付した者が、当該利用を開始しようとする日前２日までにその中止を

申し出た場合 

(３) その他町長が特に必要と認めた場合 

２ 使用料の返還を受けようとする者は、三徳山ふるさと自然のみちウォーキングセンタ
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ー使用料返還申請書(様式第３号)を町長に提出しなければならない。 

(使用料の減免) 

第６条 条例第９条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、三徳山ふるさと自

然のみちウォーキングセンター使用料減免申請書(様式第４号)を町長に提出しなければ

ならない。 

(損害の賠償) 

第７条 利用者は、ウォーキングセンターの施設、設備又は展示品を汚損し、損傷し、滅

失し、又は紛失させたときは、直ちにその旨を町長に届出、町長が相当と認める損害を

賠償しなければならない。 

(委任) 

第８条 この規則に定めるもののほか、ウォーキングセンターの管理及び運営に関し必要

な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成23年規則第８号) 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 
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様式第１号(第４条関係) 

様式第２号(第４条関係) 

様式第３号(第５条関係) 

様式第４号(第６条関係) 

 


